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個
人
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
を
盗
み
と
り
偽
造
し
た
カ
ー
ド
に
よ
る
被
害
が
続
出
し
て
い
る
と
聞
く
。
ま
た
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
偽
造
に
関
す
る
日
本
の
法
制
度
の
す
き
間
を
狙
い
、
国
際
犯
罪
集
団
が
日
本
を
標
的
に
し
て
い
る
と
の
報
道
も
あ 

る
。 

一 

今
般
現
在
の
日
本
の
被
害
状
況
に
危
機
感
を
持
っ
た
複
数
の
世
界
的
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
グ
ル
ー
プ
が
政
府
に
対
し
て
偽

造
カ
ー
ド
対
策
へ
の
法
整
備
を
要
望
し
た
、
と
の
報
道
が
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
偽
造
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
以
下
、
「
偽
造
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
犯
罪
対
策
の
推
進
に
資
す
る
た 

 
 

 

め
、
以
下
質
問
す
る
。 

二 

報
道
に
よ
る
と
、
先
進
諸
国
の
多
く
に
は
偽
造
力
ー
ド
の
窃
取
、
製
造
、
所
持
に
関
す
る
取
締
り
法
規
が
存
在
す
る
と
い

う
。 

（
二
） 

こ
れ
ら
の
要
望
を
受
け
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
所
存
か
。 

（
一
） 

そ
れ
は
事
実
か
。
事
実
で
あ
る
と
す
る
と
、
ど
の
省
庁
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
要
望
が
あ
っ
た
の
か
、
概
要
を
明

ら
か
に
せ
よ
。
ま
た
、
要
望
へ
の
回
答
は
行
っ
た
か
。
行
っ
た
場
合
は
回
答
内
容
を
明
ら
か
に
せ
よ
。 
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一 

 



 

 

二 

（
一
） 

主
要
先
進
七
ヶ
国
に
お
い
て
、
カ
ー
ド
情
報
の
窃
取
、
偽
造
カ
ー
ド
の
所
持
に
関
す
る
取
締
り
法
規
が
な
い
の
は

日
本
だ
け
と
い
う
の
は
事
実
か
。
各
国
の
法
規
制
の
概
要
と
わ
が
国
の
状
況
を
明
ら
か
に
せ
よ
。 

（
二
） 
犯
罪
の
国
際
性
、
即
時
性
、
防
止
の
困
難
性
か
ら
考
え
て
、
カ
ー
ド
情
報
の
窃
取
、
偽
造
カ
ー
ド
の
製
造
・
所
持

に
対
す
る
何
ら
か
の
法
規
制
強
化
を
速
や
か
に
推
進
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。
ま
た
、
仮
に
課
題
が
あ
る
と

す
る
と
ど
の
よ
う
な
点
か
。 

三 

カ
ー
ド
利
用
時
に
即
時
決
済
機
能
を
持
つ
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
つ
い
て
、
偽
造
さ
れ
て
使
わ
れ
た
場
合
に
現
在
は
補
填
す

る
保
険
が
な
く
、
損
失
は
補
填
さ
れ
な
い
、
と
い
う
報
道
で
あ
る
。 

（
一
） 

そ
れ
は
事
実
か
。
仮
に
事
実
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
政
府
は
ど
う
考
え
る
か
。 

（
二
） 

デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
あ
っ
て
も
、
所
持
し
て
い
た
カ
ー
ド
の
管
理
に
な
ん
ら
瑕
疵
の
な
い
消
費
者
を
保
護
す
る
何

ら
か
の
制
度
が
当
然
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

右
質
問
す
る
。 


